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1． 調査の目的と概要 

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成 27 年９月４日公布）において、政府は、

准組合員の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から５年を経過する日ま

での間、正組合員及び准組合員の組合の事業の利用の状況等についての調査（以下「正・准組

合員別の事業利用量に関する調査」という。）を行い、検討を加えて、結論を得ることとされ

ている。 
この調査では、正・准組合員別の事業利用量に関する調査の実施に備え、農業協同組合（以

下「農協」という。）の主な事業ごとに、効率的かつ合理的に農協の正組合員及び准組合員（以

下「正・准組合員」という。）別の事業利用量を把握できるようにするため、正・准組合員別

の事業利用量の把握方法等を明らかにし、利用量把握マニュアル（以下「マニュアル」という。）

等の資材作成を行うものである。 
マニュアル等の資材作成に当たっては、農林水産省、ＪＡ全中と協議の上、まずはマニュア

ル第一案を作成し、その後、ＪＡへのヒアリング・試行調査を通して内容の妥当性検証や記載

内容の改善を行うことで、内容の精緻化を図った。 
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2． マニュアル第一案の作成 

一定の精度を確保しつつ、調査を実施する農協の利便性も考慮して、既に実施されている員外利用量

調査の方法を参考にしつつ、マニュアル第一案を作成した。 
マニュアルの対象とする事業は、多くの農協において事業の主要な部分を占めていると見込まれ、か

つ、一定程度の准組合員の事業利用が想定される「信用事業」、「共済事業」及び「購買事業」とした。 
 
購買事業に関しては、以下の方針に沿ってマニュアル第一案を作成した。 

 生産資材・生活物資・ガソリンスタンドの事業別に分けたうえで、組合員資格別の利

用量を把握する。 
 事業別の利用量全体に対して、組合員資格別に把握できる利用量の割合が一定の閾値

以下の事業については、サンプル調査を併用して組合員資格別の利用量を推計する。 
 サンプル調査の方法は、員外利用量調査にかかるサンプル調査を参考に決定する。 
 組合員資格別の利用量が把握可能な取引についても、電子的に把握しているものと、

受注票等で紙媒体で把握しているものとでは、調査上の扱いを分ける必要がある（前者は１

年分の把握が可能と思われるが、後者は一定期間に区切らないと把握が困難）と想定し、両

者を切り分けて調査方法を記載する。 
 
信用事業及び共済事業に関しては、以下の方針に沿ってマニュアル第一案を作成した。 

 全国統一の電算端末でデータの取得が可能と考えられることから、農林中金・全共連

にデータ取得方法を確認し、マニュアルに掲載する。 
 
また、調査結果の入力・集計の利便性を図るため、調査結果を入力すれば自動的に必要な計算が行わ

れるようなエクセルの調査票を作成することとした。 
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3． 試行調査実施前のマニュアル妥当性検討に向けたＪＡヒアリング 

試行調査に先立って課題等を確認するため、２．で作成したマニュアル第一案、調査票案等を使用し

て、４ＪＡに対してヒアリングを行い、意見を聴取した。 

3.1 対象ＪＡ 

電算システムの整備状況や購買事業の実施状況等、特性が異なる４ＪＡを選定し、ヒアリング調査を

行った。 
ヒアリング調査は、下記の実施日時、出席者によって開催された。 
 
 Ａ農協 Ｂ農協 Ｃ農協 Ｄ農協 

日時 9 月 29 日 
(木)14:00～15:30 

10 月 5 日（水) 
10:00～11:45 

10 月 14 日（金) 
14:00～15:00 

10 月 20 日（金) 
10:00～11:00 

会場 ＪＡ本店 ＪＡ本店 ＪＡ本店 ＪＡ本店 
出席者 （ＪＡ関係者等）

４名 
（農林水産省）担

当職員１名 
（三菱総研）２名 

（ＪＡ関係者等）

９名 
（農林水産省）担

当職員１名 
（三菱総研）２名 

（ＪＡ関係者等）

６名 
（農林水産省）担

当職員１名 
（三菱総研）２名 

（ＪＡ関係者

等）５名 
（農林水産省）

担当職員１名 
（三菱総研）２

名 
 

3.2 主な意見 

ヒアリング時の各ＪＡからの主な意見は以下の通り。 

(1) Ａ農協 

・ＡコープとＳＳは子会社化されており、本調査の対象から外れる。生活購買で農協本体に残っている

のは、米の購買などごく一部。 
・購買取引の９割以上は、組合員資格を電子的に把握している（紙伝票での取引はなく、一部の現金取

引を除いて全て電子的に処理しており、経理のコンパスシステムと組合員データが連動している。）。し

たがって、現在の員外利用量調査の「組合員」の欄を「正組合員」と「准組合員」に分けて出力するだ

けでよく、当農協（おそらく当県域全般）では紙伝票に遡っての調査や、アンケート調査など、追加的

な対応は不要。 
・員外利用量の調査では、ＳＳでの現金取引など、組合員資格がわからないものは、全て員外扱いにし

ている。 
・ＳＳの従業員はアルバイトで、農協職員はいないのが一般的であり、ＳＳでアンケート調査を実施す

るとなると、かなり難しいのではないか。 
・購買事業全体に占めるＳＳの売上げはわずかであり、これを別に切り出して調査する必要はないので

はないか。例えば、生活購買に占めるＳＳの売上高が１割以下の場合は、ＳＳは切り出さずに生活購買

として一括して調査をして良いなどとすれば、調査をかなり簡略化できるのではないか。 
・経営移譲した場合に、組合員資格を変更していないケース（移譲した親が正組合員で、移譲された息

子が准組合員のまま）があるかもしれない。 
・マニュアルの「ポイント」の部分は、「総合ポイント」の意味での「ポイント」と混同するので、表
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現を工夫した方がいい。 
・マニュアルの中で、ずらずらと文章が続いているところは読みにくい。何をすればいいのか要点がす

ぐに拾えるように、箇条書きにするなどの工夫をした方が良い。 
 

(2) Ｂ農協 

・総合ポイントには組合員の 98％が加入しており、全取引の８割は総合ポイントのデータから組合員資

格を把握することが可能。また、組合員の家族が個人で総合ポイントカードを持っている場合も、カー

ドのデータが世帯マスタ（各組合員の世帯情報のデータベース）と連動しており、正組合員の家族か、

准組合員の家族か、員外かを把握することが可能。 
・員外利用量調査の際、総合ポイントで把握できない残り２割の取引については、１週間のサンプリン

グ調査（全数）を年４回行って補足。具体的には、グリーンセンター、Ａコープの場合は、レジに「組

合員」「員外」のボタンを設け、レジ係の聞き取りにより把握。ＳＳについては、調査期間中、給油機

にタッチパネルを設け、給油者に自ら「組合員」「員外」を選択してもらうことで把握。調査期間は、

操作方法がわからない利用者に対応するため、給油所に職員をはり付けている。いずれも「組合員」か

「員外」かしか区別しない仕組みとなっているため、正・准を分けるには、システムの改修が必要。 
・Ａコープ、ＳＳは子会社化しておらず、農協本体の事業として実施。 
・マニュアル中、「販売実績」は「供給実績」、「売上高」は「供給高」とした方がわかりやすい。 
・資格把握取引（電子）、資格把握取引（紙）について、任意の１週間を抽出して調査を行うこととし

た場合、繁雑な作業が必要。 
・アンケート調査を実施しなくていい基準値が、生産資材は電子把握率 75％、生活物資は電子把握率

90％と、生活物資の方を厳しい基準としているが、生活購買に厳しく対処しようとしているように感じ

られるので、どちらも 80％などと統一すべき。 
・生活物資については、80％は電子的に把握しており、残り 20％のうち半分は、員外利用調査の結果か

ら員外とわかっている。従って、組合員資格がわからない取引は、残りの 10％に過ぎないが、電子把握

率を 90％とした場合、その 10％のためにシステムを改修したり、アンケート調査を実施するのは割に

合わない。 
・員外利用調査では、行政機関との取引（病院への灯油の販売、県の農業試験場への肥料・農薬の販売

等）は員外扱いとなっているが、これらは本調査の分母から外すべき。 
・総合ポイント以外の「その他のシステム」の考え方が分かりにくい（経理処理のための何らかの電子

システムは必ずあるはず）ので、記述を工夫すべき。 
・アンケート調査で、利用者に金額や組合員資格を聞くことは難しい。 
・アンケート調査で、組合員資格が分からない者をサンプルから外すとなると、使えないサンプルが大

量に発生して調査の手間が増える。口頭での質問により組合員資格を推定して活用するなど、極力サン

プルとして拾うべき。 
・アンケート調査は、農協側の負担になるので、他に把握方法が無い場合の例外的な方法と位置付ける

べき。 
 

(3) Ｃ農協 

・Ａコープは子会社化し、ＳＳは２店舗を農協本体で経営。生活購買で農協本体に残っているのは、米

の販売など。また、２店舗のＳＳのうち１店舗はフルサービス、１店舗は幹線道路沿いのセルフサービ

ス。 
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・紙媒体でしか組合員資格が把握できない取引はない。この部分の記述はマニュアルから削ってはどう

か。この記述により、電子データを契約書に遡って確認しなければならいのかなどの誤解が生ずるおそ

れがある。 
・総合ポイントは導入していないが、未収取引などは全て電子的に把握しており、生産資材、生活購買

の取引の大半は、利用者の組合員資格を電子的に把握することが可能。したがって、生産、生活は、ア

ンケート調査は不要と見込まれる。 
・他方、ＳＳについては、現金取引も多く、アンケートが必要と見込まれるが、セルフＳＳの場合、ア

ンケート調査を実施しようとすると、そもそも利用者の決済方法がわからない（現金かクレジットか未

収取引か）ので、決済を終えた利用者ひとりひとりにアンケートの対象になるか確認した上で、アンケ

ートへの協力を依頼しなければならない。セルフＳＳの扱いをマニュアルに明記すべき。 
・当 JA のガソリンスタンドは２店舗あるが、利用金額の少ないスタンドの方が資格非把握取引が多い。

アンケートの実施店舗を利用金額の総額だけで判断すると、組合員資格別の利用実態を反映した調査結

果にならないのではないか。 
・員外利用調査の場合、当農協は基準をクリアしているので、セルフＳＳの現金取引などは員外カウン

トで処理しており、アンケート調査は行っていない。他方で、今回の調査は、員外利用のように基準を

クリアしているかどうかを知るためではなく、利用者の組合員資格を正確に知ることに目的があるわけ

だが、そのためには、現在、便宜的に員外として処理している現金取引等の内訳を調べなければならず、

非常に大変。 
・セルフＳＳの取引件数は月 5,000 件程度で、マニュアル通りにアンケート調査をやるとなると、１週

間に 265 サンプル集めなければならず、かなり困難。 
・例えば、ガソリンスタンドで年間の資格非把握取引の件数が 1,000 以下の場合、アンケートのサンプ

ル数は 70 となる。他方、1,000 を 52 週で割ると、１週間当たりの平均取引件数は 19 であり、１週間分

の全ての取引をアンケート対象としても、必要なサンプル数を集めることができない。 
・マニュアルに記載のある「朝、昼、夜、○人に１人の割合」でアンケートを行うのは難しい。 
・仮に、フルサービスのＳＳの方でアンケートをやるとなれば、準備期間も含めて、１ヶ月程度あれば

できるだろう。 
・生産資材と生活購買で、アンケート調査を行うかどうかの判断基準となる電子把握率が異なるのは、

違和感がある。 
・現金取引の人には、自分の組合員資格が分からない人も多いだろう。 
・「生産」、「生活」、「ＳＳ」という調査区分は、当農協の経理システムとも合致していて、特に問題な

く対応できる。 
・アンケート調査のサンプル数を決めるための電子取引１週間分の調査については、今年度の１週間な

のか、前年度の１週間なのかわからない。前年度の１週間でよいのであれば、その旨をマニュアルに明

記すべき。 
・調査期間の１週間について、土日などの店舗休業日の扱いをマニュアルに明記すべき。 
・当農協は 12 月決算であり、事業計画の作成や決算のシメがあるので、12 月の調査は避けたい。 

(4) Ｄ農協 

・ガソリンスタンド事業は実施しておらず、総合ポイント制度も導入していない。 
・取引はすべて電子データに残してあるため、紙でしか組合員資格を把握していない取引は存在しない。 
・購買事業は予約販売が中心のため、組合員資格が把握できる取引が多くなっている。直売所等の店舗

の規模も小さいため、生活物資であっても店舗販売より予約販売の比率が高くなっている。 
・購買事業の利用量のうち、９割は組合員資格別に把握している。 
・現金決済でも基本的には利用者番号を入力して伝票を作成しているため、組合員利用の場合にはほと
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んどの取引で組合員資格が把握できる。 
・組合員番号を入力しない上様扱いの取引では、組合員か員外かを取引情報に入力できるようにしてあ

るが、准組合員か正組合員かはわからない。 
・本調査を当農協にて行うとしたら、昨年度決算に基づくデータでの回答であれば 1 か月程度で回答可

能である。購買事業の利用量を生産資材・生活物資の区分に分けて回答することも困難ではない。 
・当農協では、直売所にて毎年「店舗に求められるもの」などを把握するためのアンケート調査を実施

している。もしアンケート調査をする場合でも、実施体制確保やサンプル数を集めることは可能だろう。 
・仮にアンケートを実施することを想定した場合、当県内の准組合員は貯金利用が多いので、アンケー

ト実施時に組合員利用者が正組合員・准組合員を正確に回答できるか不安がある。 
・生産資材と生活購買でレジを分けている店舗もあるが、分かれていない店舗もある。後者の場合は、

アンケート実施時に、利用金額を生産資材と生活購買に振り分ける際には手間がかかると考えている。 
・当県内でも、いくつかのＪＡがガソリンスタンド事業を実施している。クレジットカード取引や口座

での後払いなどが中心でないと、アンケート調査で組合員資格を把握するのは容易ではないだろう。 
 

3.3 調査票・マニュアルへの対応内容 

ヒアリングで指摘を受けた事項のうち、マニュアル第１案に反映すべき点を整理したうえで、下記の

内容でマニュアルへの反映を行った。 

(1) Ａ農協 

 

(2) Ｂ農協 

 指摘事項 マニュアルへの反映内容 
１ 購買事業全体に占めるＳＳの売上げはわ

ずかであり、これを別に切り出して調査する

必要はないのではないか。ＳＳは切り出さず

に生活購買として一括して調査をして良い

などとすれば、調査をかなり簡略化できるの

ではないか。 

SS の供給高が生活物資の供給高のおおむね１割

を下回る場合には、生活物資と一体で調査するこ

とも可能な旨を明示した。 

２ マニュアルの「ポイント」の部分は、「総

合ポイント」の意味での「ポイント」と混同

するので、表現を工夫した方がいい。 

マニュアル上ポイントとなる部分を「要点」と

表現を変更した。 

３ マニュアルの中でずらずらと文章が続い

ているところは読みにくい。 
細かく区分するなど、文章のレイアウトを調整

した。 
４ 電子的な入力を行っていない伝票はない

ため、資格把握取引（紙）は存在しない。 
資格把握取引（紙）を削除し、資格把握取引（電

子）に一本化した。 
※一本化後は資格把握取引とした 

 指摘事項 マニュアルへの反映内容 
１ 「販売実績」は「供給実績」、「売上高」は

「供給高」と表現すべき。 
左記のとおり修正した。 

２ アンケート調査が不要となる閾値が、生産 生産資材・生活物資・SS いずれも閾値をおおむ



 

7 

 

(3) Ｃ農協 

資材と生活物資・SS で異なる根拠・理由がわ

かりにくい。同水準で設定すべきではない

か。 

ね８割に統一した 

３ 「総合ポイント以外の組合員資格別利用

量を把握できるシステム」との表現がわかり

にくい 

「組合員資格と供給実績が連動した電算システ

ム等の導入状況」と表現を見直した。 

４ アンケート調査で、組合員資格が分からな

い者をサンプルから外すとなると、使えない

サンプルが大量に発生して調査の手間が増

える。 

口頭での組合員資格の確認方法を明記した。 

５ 現在のシステム環境上、電子的に組合員資

格を把握している取引でも、任意の１週間分

を切り出して事業量把握を行うのは困難。 

電子的な抽出について、抽出期間を１事業年度

のみとした。 

６ １年間の組合員資格把握取引の供給量だ

けでなく、任意の１週間を抽出する理由が理

解しにくい。 
７ 当組合のＳＳは資格把握取引（電子）が

80％と閾値（90％）に満たないが、員外利用

量調査を通して、現在、資格非把握取引 20％
のうち員外利用が 10％程度であることはわ

かっている。この場合にもアンケートでの追

加調査が必要か。 

生産資材・生活物資・SS いずれも閾値をおおむ

ね８割に統一した。 
また、資格把握取引のみではなく、員外利用量

調査等の他の調査結果で把握可能なものも含めた

うえで閾値に達しているか判断する旨を追記し

た。 

 指摘事項 マニュアルへの反映内容 
１ マニュアル案では、年間の資格非把握取引

が 1,000 の場合、70 のサンプルが必要とされ

ているが、これを 52 週で割って推測するに、

マニュアル記載のサンプル数を１週間の調

査で収集することが困難。 

年間資格非把握取引件数が少ない場合には全数

調査としつつ、年間資格非把握取引件数を 52 で割

った数が必ず必要サンプル数以上となるようにサ

ンプル数の設定方法・基準値を変更した。 

２ 当 JAのガソリンスタンドは２店舗あるが、

利用金額の少ないスタンドの方が資格非把

握取引が多い。アンケート実施の店舗を利用

金額で判断すると、実態把握という趣旨から

離れないか。 

資格非把握取引のおおむね５割以上をカバーす

るように店舗を選択して実施する、と変更した。 

３ セルフのガソリンスタンドでは、配置職員

が少ないため調査の実施体制を確保するこ

とが困難。 

今年度の試行調査においては、セルフのガソリ

ンスタンドなどアンケート調査の実施が困難な店

舗については、アンケート調査の対象から除外す

ることも可能とし、今後、実情の把握等を進め、

マニュアルでの扱いを検討することとした。 
４ 電子的な入力を行っていない伝票はない

ため、資格把握取引（紙）は存在しない。 
資格把握取引（紙）を削除し、資格把握取引（電

子）に一本化した。 
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(4) Ｄ農協 

 指摘事項 マニュアルへの反映内容 
１ 電子的な入力を行っていない伝票はない

ため、資格把握取引（紙）は存在しない。 
資格把握取引（紙）を削除し、資格把握取引（電

子）に一本化した。 
※一本化後は資格把握取引とした 

２ 生活購買・生産資材を両方取り扱っている

店舗での現金取引は、それぞれに分けてレシ

ートが発行されるというものではないので、

切り分けが困難だろう。 

その店舗での供給高が生活購買・生産資材どち

らかに偏っている場合には、比率の大きい方にま

とめてよい旨を記載した。 

 

※一本化後は資格把握取引とした 
５ アンケート調査を実施する場合、「朝・昼・

夕に○人に１人調査を行う」というマニュア

ルにある実施方法は困難。 

左記の記載を削除した。 

６ アンケート調査が不要となる閾値が、生産

資材と生活物資・SS で異なる根拠・理由がわ

かりにくい。同水準で設定すべきではない

か。 

生産資材・生活物資・SS いずれも閾値をおおむ

ね８割に統一した。 

７ アンケート調査を実施する場合、「１週間」

が営業日７日を指すのか、店舗休業日も含む

暦上の７日を指すのか明記してほしい。 

暦上の７日間であることを明記した 

８ アンケートのサンプル選定時に抽出する

１週間の取引量は、前年度を指すのか今年度

を指すのかわからない。 

電子的な抽出について、抽出期間を１事業年度

のみとしたため、１週間の取引量抽出が不要とな

った。 



 

9 

4． 試行調査の実施 

3.のヒアリング結果を踏まえて修正したマニュアル案、調査票案等を用いて、全国のＪＡに試行的に

調査を実施いただくことで、マニュアルや調査票案の改善点、整理すべき課題等の収集を行った。 

4.1 試行調査の実施方法 

 全国約 100ＪＡに対して試行調査実施への協力を依頼し、２か月強の実査期間を設け

て試行調査を実施いただき、マニュアル等に対する意見を回収した。 

4.2 試行調査実施スケジュール 

 10/21（金）～1/6（金）：実査期間（試行調査対象ＪＡの選定、調査対象ＪＡへの協力

依頼、調査対象ＪＡでの試行調査実施） 
 1/6（金）アンケート結果回収締切 

4.3 試行調査対象ＪＡ 

 各都道府県のＪＡ数に応じて、試行調査対象のＪＡ数を設定した。 
都道府県名 都道府県下ＪＡ数 試行調査依頼ＪＡ数 
北海道 108 6 
青森県 10 2 
岩手県 7 2 
宮城県 14 2 
秋田県 15 2 
山形県 17 3 
福島県 5 2 
茨城県 20 3 
栃木県 10 2 
群馬県 15 2 
埼玉県 16 2 
千葉県 20 3 
東京都 14 2 
神奈川県 13 2 
山梨県 11 2 
長野県 16 2 
静岡県 17 3 
新潟県 24 3 
富山県 16 2 
石川県 17 3 
福井県 12 2 
岐阜県 7 2 
愛知県 20 3 
三重県 12 2 
滋賀県 16 2 
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京都府 5 2 
大阪府 14 2 
兵庫県 14 2 
奈良県 1 1 
和歌山県 8 2 
鳥取県 3 1 
島根県 1 1 
岡山県 9 2 
広島県 13 2 
山口県 12 2 
徳島県 15 2 
香川県 1 1 
愛媛県 12 2 
高知県 15 2 
福岡県 20 3 
佐賀県 4 1 
長崎県 7 2 
熊本県 14 2 
大分県 5 2 
宮崎県 13 2 
鹿児島県 15 2 
沖縄県 1 1 

 

4.4 試行調査結果 

44 都道府県、90ＪＡから調査結果を回収した。また、同時に 9 県の中央会から調査に関する意見が寄

せられた。 

4.5 試行調査に対する意見を踏まえたマニュアル・調査票等の修正 

試行調査に対する意見を踏まえて、マニュアル・調査票の修正を行った。主な指摘事項と調査票への

反映内容は以下の通り。 
 指摘事項 マニュアルへの反映内容 
１ 調査方法を先に記載し、そのあとに留意点

や説明を記載するほうがわかりやすい。 
調査の大まかな流れを示した図をⅢ２の冒頭に

置き、全体の流れを先に示した。 
２ アンケート調査で組合員資格が不明とな

った場合の取扱いが明確ではない。 
組合員資格が不明な分は、アンケートのサンプ

ルから除外すべき旨を追記した。 
３ ガソリンスタンドを他の調査区分と統合

する際の基準を「生活物資」の１割とする合

理性が認められない。 

生活物資の１割ではなく、購買全体の５％を下

回る場合に、他の調査区分と統合してもよいこと

とした。 
４ 「資格非把握取引」に関するアンケート調

査は、年１回１週間分だけで良いのか。当Ｊ

Ａは、員外調査に関する「組合員」「員外」

員外調査と同時に実施してもよく、サンプル数

が多い、調査期間が長い、調査頻度が高いなどよ

り精度の高い方法に合わせて実施すべき旨を記載
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また、農林中金及び全共連から、組合員資格別の利用量データの取得方法を確認し、マニュアルに記

載した。最終的なマニュアルは別添１のとおり。 

4.6 Ｑ＆Ａ集の作成 

試行調査を通して指摘のあった事項のうち、マニュアルへの反映には至らなかったものの、調査実施

に当たって留意を要する事項をカバーするため、別添２の通りＱ＆Ａ集を作成した。 

の取引調査を四半期毎に１週間実施（年４

回）している。 
した。また、本調査においては、十分な期間を設

定することを検討することとした。 
５ 調査票において、組合員数は人単位となっ

ているが、法人は入れなくてよいか 
組合員数は法人を含む旨を明記した。 

６ アンケート調査実施時に組合員資格の回

答を得ることが困難だった。 
氏名を確認して組合員台帳と事後的に突き合わ

せること等により、組合員資格を判別する旨や、

組合員資格を判別できない場合は、当該回答者は

サンプルから除外する旨を記載した 
７ 内部消費・内部取引の扱いがわかりにく

い。 
内部消費・内部取引は、原則として供給高から

控除すること、購買事業の供給高に占める内部消

費・内部取引の割合がごくわずかであり、全体へ

の影響が軽微と認められる場合は、これらを控除

しないか員外への供給とみなしても差し支えない

旨を明記した 
８ お客様にアンケート調査の理由を聞かれ

たので、事前に看板設置等で告知すべきであ

った。 

アンケートをスムーズに実施するために、看板

を店舗に設置する等の工夫が考えられる旨を追記

した。 
９ 正／准の区別はつかないものの、電子的に

員内／員外を区別することが可能な取引が

ある場合、その員外の数値も含めてアンケー

トの要否の８割を判定すべきではないか。 

資格非把握取引のうち、電算システムや員外利

用調査により正／准の区別はつかないものの員内

／員外の区別はつく取引についても、アンケート

の要否の８割の判定に用いることとした。 
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5． 本調査実施に向けた課題 

試行調査等で収集した意見等のうち、以下に掲げる項目については、一定の検討を要することから、

現時点ではマニュアルや調査票、Ｑ＆Ａ集に反映されておらず、今後の調査実施に当たっての課題とし

て残された。 

5.1 組合員資格に関する課題 

5.1.1 組合員家族の扱いについて 

組合員の家族の利用について、正組合員の家族は正組合員とみなすのか、准組合員の家族は准組合

員とみなすのか、整理が必要である。 

5.1.2 専門農協の扱いについて 

農業者のみによって組織されている専門農協が他の農協の組合員となっている場合、農協法上、当

該専門農協は准組合員になる。また、正組合員が構成する生産者組織も、農協の組合員となる場合は

准組合員となる。これら専門農協等との取引は、農業生産のための生産資材の供給等であり、直接又

は間接的に正組合員への供給であるが、組合員資格にのっとって機械的に利用量を区分すると、准組

合員利用として扱われることとなる。この点、組合員資格別の利用量を正しく調査するという観点で、

機械的に利用量を区分してよいか整理が必要である。 

5.2 アンケート調査実施について 

5.2.1 員外利用量調査におけるアンケート調査との住み分けについて 

当該調査は、例年実施している員外利用量調査の細分化と位置づけられるとの意見が寄せられてお

り、従来の員外利用量調査の内容との住み分け（員外利用量調査に正・准の判定及び員外・不明の判

定を入れ込みつつ、組合員資格不明が２０％以上の場合にアンケートの追加調査を実施するなど）を

標準化することができれば、調査実施主体となる JA の負担軽減につながると考えられる。 

5.2.2 実施期間について 

利用者への供給品や供給高には季節によって大きく偏りが生じるため、アンケートの実施時期によ

っては正しく利用実態を反映できない可能性があるとの意見が寄せられた。本調査に向けては、季節

性等を考慮してアンケート調査回数を考慮する、アンケート調査実施を見据えて十分な調査期間を設

定する等の検討が必要といえる。 

5.2.3 利用金額の把握について 

同一店舗内で生産資材と生活物資を扱っている場合、アンケート調査を実施する際に、利用内容と

利用金額の記載に苦慮したとの意見が挙げられている。利用者にとっては、利用費目を生産資材と生

活物資に区分することは容易ではなく、また、職員による区分や聞き取り調査をする場合でも、職員

に利用内容を見られたくないとの思いから調査に非協力的になる恐れがある。また、職員が集計する

際にも、取扱い品目が多い場合には集計が困難となることが考えられ、これらの点について考慮が必

要である。 
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5.2.4 ガソリンスタンドでのアンケート調査実施について 

ガソリンスタンドでは、利用者が特定の時間帯・季節に集中しており、アンケートの回答を得るた

めの体制・時間を JA で確保することが困難である場合がある。特にセルフ給油所では、JA 職員の配

置人数が少なく、セルフ給油機で資格把握取引となるクレジット取引と資格非把握取引となる現金取

引を判断して、資格非把握取引のみアンケート調査を実施する体制を確保するハードルは高いとの意

見があった。本調査に向けては、セルフ方式をはじめとしたガソリンスタンドにおけるアンケート調

査実施可能な方法の検討が必要といえる。 
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【別添１】組合員資格別の事業利用量に関する調査実施マニュアル 
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【別添２】Q＆A 集 
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